
取扱注意

割引適用可能期間

2020.10.06更新版

「信州版 新たな旅のすゝめ」宿泊割事務局
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2020年10月8日チェックイン～2021年3月7日チェックアウト分まで（予定）
第1期:2020年10月8日チェックイン～ 2020年12月1日チェックアウト分まで

（第2期以降は決まり次第お知らせします。）



「信州版 新たな旅のすゝめ」宿泊割事業 【宿泊事業者用マニュアル】

＜事業概要＞
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事業の通称 「信州版 新たな旅のすゝめ」宿泊割事業

事業実施期間
2020年10月8日（木）チェックイン～2021年3月7日（日）チェックアウト分まで（予定）
第1期：2020年10月8日（木）チェックイン～2020年12月1日（火）チェックアウト分まで

趣旨
After コロナ時代を見据えた新しい旅のカタチの提案と、GoTo トラベルキャンペーン開
始後も苦しい状況が続く中低価格帯を中心とする宿泊施設の利用促進を図り、甚大
な影響を受けている観光業全体の需要を回復することを目的に実施する。

■実施内容
「信州版 新たな旅のすゝめ」宿泊割事業は、県内在住者向けの「ディスカバー
信州県民宿泊割第2弾」（以下「県民宿泊割」）事業及び国内在住者向けの
「GoTo信州！宿泊割～信州は平日がお得～」（以下「GoTo信州！宿泊
割」）事業の宿泊旅行代金の割引を実施するものとする。
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＜支援対象＞
■対象事業者（「実施要綱」抜粋）
・支援金の交付の対象となる対象事業者は、事務局との間に生じるすべての手続きにおいて
日本語で対応することができ、登録完了後は速やかに事業実施が可能であること。
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止に努め、「新型コロナ対策推進宣言」として宣言書
を店内・店頭に掲示していること。
・同一会社については取りまとめて申請（申込・精算等）すること。
・旅館業法第３条第１項に規定する許可を受けている又は、住宅宿泊事業法第22条第
１項に規定する登録を受けている長野県内の施設であること。
・本事業を実施する令和２年10月上旬から令和３年３月末までの事業実施期間
を通じて、宿泊予約サイトに宿泊プランを掲載せず、全ての旅行会社から送客を受けず、
本県で実施している「小さなお宿応援事業」に参画していない施設であること。
・宿泊者に対して長野県が作成した「安心旅人宣言カード」の提示など感染防止の協力を
依頼できる者。

■支援対象経費（「実施要綱」抜粋）
・支援対象経費は県内または国内在住者が、長野県内に1泊以上する宿泊旅行代金とする。

・対象者は「信州版 新たな旅のすゝめ」宿泊割事業であることを明らかにするため、本来の
価格又は割引後の販売価格と併せ、割引金額となる支援金額を消費者が明確に認知で
きるようにすること。
・次の各号のいずれかに該当するものは、対象から除くものとする。
（1）国、長野県が事業参加者の宿泊費等の直接経費の全部又は一部を負担して実施

するもの
（2）国、長野県が他の団体に業務を委託して前号と同様に実施するもの
（3）宿泊を伴う旅行の催行の実現性が低いと判断されるもの
（4）学校行事として行われる修学旅行等（※学習指導要領に定める学校行事で、全校

若しくは学年又はそれらに準ずる集団を単位として行われる「遠足・集団宿泊的行事」
又は「旅行・集団宿泊的行事」等に該当するもの。）

（5）その他、長野県、機構及び事務局が不適当と認めるもの
・対象事業者は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮すること。また、「信州版
新たな旅のすゝめ」宿泊割事業対象となる割引の利用に際しては、旅行者の居住地確認
を行うこと。

■割引対象者
①ディスカバー信州県民宿泊割 第2弾【対象：県内在住者】
②GoTo信州！宿泊割～信州は平日がお得～【対象：国内在住者】
★ただし、長野県が作成する「信州版 新たな旅のすゝめ」の「安心旅人宣言カード」の提示
等、新型コロナウイルス感染防止の協力が得られる方に限る。
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＜支援対象＞

■割引額 ★一人当たり1旅行2泊まで

1人1泊当たりの宿泊旅行料金 1人1泊当たりの割引額

5,000円以上8,000円未満 1,000円

8,000円以上20,000円以下 2,000円

※GoTo トラベルキャンペーン事業との併用可能です。
また、市町村で実施している宿泊割引との併用は、県としては可能ですが、
必ず各市町村に対しても併用可能かご確認ください。ただし、「小さなお宿応援
事業」「連泊エンジョイプラン」等、県の事業との併用はできません。

※学校行事として行われる修学旅行等は対象外です。
※宿泊旅行代金は、宿泊代、飲食代、消費税を含む割引適用前の価格です。

■対象日
①県民宿泊割：全日対象
②GoTo信州宿泊割：平日対象（年末年始、金土・祝前日の宿泊は対象外）
（※詳細は下記カレンダーのとおり 網掛け部分が対象宿泊日）

例）GoToトラベルキャンペーンとの割引併用例
・宿泊旅行代金10,000円の場合
GoToトラベルキャンペーン3,500円割引＋2,000円割引（本事業）＝割引額5,500円

（実支払い額4,500円）【55％割引】

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26

25 26 27 28 29 30 31 29 30 27 28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27

24 25 26 27 28 29 30 28 28 29 30 31

31

２月 ３月１月 令和3令和3令和3

令和２ 10月 令和２ 11月 令和２ 12月
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＜注意事項＞
■販売にあたって
・割引の泊数については、登録完了通知書の各社支援金配分割当限度額の範囲内に
なります。各事業者様へ配分された「県民宿泊割」（県民向け）と「GoTo信州！宿
泊割」（全国向け）それぞれ支援金限度額を超えての請求に応じることができません
のでご注意ください。
・旅行者お一人様の割引上限は、２泊までとなります。
・価格表示について
販売にあたっては、当事業を適用していることを明示し、支援金額と割引後の価格が
消費者に分かりやすい様に掲示してください。
例：販売料金 8000円（「信州版新たな旅のすゝめ」宿泊割2000円分の割引適用後の価格です）

・請求手続きの際に、割引確認書が必要になります。宿泊者がお泊まりの際に必ず宿泊者ご本人
（代表者）に記入してもらってください。

・取消料は、観光庁の見解により「割引後」の販売価格を算出基準とすることとされていま
す。ただし、あらかじめ取消料基準を明確にお客様に示し、誤解を与えることがない場合に
限り、対象事業者の判断にて「割引前」で算出することができます。

・旅行者の住所確認について
「県民宿泊割」は県内在住者、「GoTo信州！宿泊割」は国内在住者が対象となります。
チェックイン時に旅行者から運転免許証など身分証明書の提示を受けるなど、住所確認
をお願いします。
団体・グループ手配の場合、代表者から運転免許証など身分証明書の提示を受ける
とともに、他の参加者についても代表者の責任のもと該当居住地の方であることの確認を
行ってください。

・旅行者への感染防止の依頼について
お申込時に旅行者に対して長野県が作成した 「信州版新たな旅のすゝめ」(別紙)の
「安心旅人宣言カード」の提示及び携行などの依頼をしてください。
【掲載ページ 長野県HP】
https://www.pref.nagano.lg.jp/kankoki/sangyo/kanko/documents/tabi.pdf

カード見本
←表 裏→

※参加者の人数に関わらず、旅行業務取扱においては「旅行業における新型コロナウイル
ス対応ガイドライン」を参考に、感染拡大防止に努めてください。特に団体旅行において
は三密リスクを下げる旅程管理の徹底をお願いします。
※長野県では、手配する旅行サービス提供事業者として、事業者が自ら適切な感染防
止策を宣言する「新型コロナ対策推進宣言」を推奨しています。
【掲載ページ 長野県HP】
https://www.pref.nagano.lg.jp/service/corona_taisakusengen.html

https://www.pref.nagano.lg.jp/service/corona_taisakusengen.html
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＜注意事項＞

■その他留意事項
以下の点について、ご留意願います。
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮し、旅行・宿泊業界が定める
新型コロナウイルス感染症感染拡大予防ガイドライン等を参考に、安心・安全な販売
手法に留意すること。
・不正利用が発覚した場合は、事務局は事実を確認の上、本事業で申請・利用した
全ての支援金の返還を求めます。
・事務局にて定めたスケジュール等ルールに則って、適正な取り組みにご協力願います。
・事務局からの支援金額のお支払いは、できるだけすみやかに支払いを行います。
・本事業については、国の「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を
活用した事業です。
国の会計検査院の調査対象事業ですので、事業で使用した証票類は報告時に提出の
必要がないものについても、支援を受けた翌年度から５年間の保管をお願いします。

■不正利用の防止について
（１）キャンセルに伴う不正の防止
お客様が、旅行･宿泊をキャンセルしたにもかかわらず、対象事業者が当該旅行・宿泊に
係る支援金を請求していたことが発覚した場合、不正申請とみなし、支援金の全部又は
一部の支払の停止、または支払済みの支援金についてその返還を求めます。

（２）ノーショウの防止
本事業の目的である長野県内の観光需要の早期回復という観点から、交通付き宿泊
フリープラン等を購入するものの実際には宿泊しない、いわゆるノーショウの発生防止対策
をお願いします。
各対象事業者からの実績報告に基づく、事務局実績確認において宿泊実績がないと
認められると判断した場合は、支援対象外となります。

（３）事務局における実績確認
各対象事業者からご提出いただく実績報告書類をもとに、事務局にてルールに則った
取り組みがなされているか確認を行います。不正利用が発覚した場合は、一部または全部
の支援を対象外とし、支援金の返還を求めます。
また、ご報告いただいている内容が正当であるかの確認のため、
事務局（長野県観光機構または県）による対象事業者への立ち入り検査や
関係宿泊施設への宿泊実績確認を行う場合があります。

■その他の注意事項とお願い
販売状況を確認するため、毎週の実績報告をお願いします。大変お手数ではございますが、
以下のURLから報告様式（販売進捗報告シート）をダウンロードしていただき、10月19
日（月）以降、毎週月曜日正午までに販売進捗状況を事務局宛にメールください。また
完売された場合には、速やかに事務局までご連絡ください。
実績報告の様式は、以下よりダウンロードしてください。
https://tabi-susume.com/biz

https://tabi-susume.com/biz
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＜請求手続きについて＞
■支援額の請求申請について

※現在開設準備中ですが、お客様に割引をしていただいた支援額の請求申請に
ついては、精算申請専用フォームを用いてWEB にて申請を受け付けさせていた
だきます。（11 月2日（月）オープン予定。）
URL等は後日改めて事務局から発信をさせていただきます。

■請求手続きのスケジュール
割引実績をお取りまとめいただき、以下のとおり実績の報告及び
割引額分の請求手続きをお願い致します。

チェック
アウト日

11月1日
C/O分まで

12月1日
C/O分まで

1月4日
C/O分まで

2月1日
C/O分まで

3月7日
C/O分まで

請求期限
11月13日
（金）

12月11日
（金）

1月15日
（金）

2月12日
（金）

3月12日
（金）必着

■入金までのスケジュール
申請内容を審査の上、適正と判断したものについては
当該月末までにお振込みを致します。
例）11月11日までの報告分→11月末までに振込
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■請求手続きに必要な提出書類
①実績内訳シート（様式第７号及び別紙）
②割引確認書（お客様の署名付き）※宿泊者がお泊りの際に必ず宿泊者ご本人（代
表者）に記入をしてもらってください。
上記①実績内訳シート②宿泊確認書は、下記のURLからダウンロードが可能です。

https://tabi-susume.com/biz

③その他事務局が必要と認めるもの

※3月12日を過ぎると支援金の支給ができませんので必ず3月12 日（必着）
までに請求手続きを済ませてください。

※請求手続きに必要な提出書類につきましても原則、精算用フォームに添付していただき
WEB にて精算申請をお願い致します。
WEB での申請が不可な事業者様に限り下記の様式をご準備いただき郵送
にてお送りください。（送料は事業者様ご負担となります。）

■郵送での実績報告の場合にのみ別途必要な提出書類
①～③はWEB申請同様
④実績報告書（様式5号）
⑤事業実績書（様式6号）
⑥請求書（様式8号）
上記はいずれも下記からダウンロードできます。

https://tabi-susume.com/biz

https://tabi-susume.com/biz
https://tabi-susume.com/biz
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＜問い合わせ先＞

「信州版 新たな旅のすゝめ」宿泊割事務局

受 付 時 間
平日 10:00～17:00
（土日祝日及び年末年始は受け付けており
ません）

事 務 局
所 在 地

〒380-0813
長野県長野市緑町1605-18-305

Ｔ Ｅ Ｌ 026-224-0444（事業者専用）

Ｆ Ａ Ｘ 026-217-2778

E - m a i l tabi-susume@media-ps.co.jp

ホームページ
U R L

https://tabi-susume.com/

mailto:tabi-susume@media-ps.co.jp
https://tabi-susume.com/

